
１．水道料金算出表（消費税率10％用）

　　２か月あたりの水道料金は、下表の水道使用料とメーター使用料との合計額に１００分の９０を乗じて得た額に、

　１００分の10の消費税相当額を加えた額（１円未満の端数は切り捨て）です。

使用用途 区分

基本料金

一般用 水量 ０～２０ｍ3 ２１～４０ｍ3 ４１～７０ｍ3 ７１～２００ｍ3 ２０１～６０００m3 ６００１ｍ3～

単価 １，９００円 ×１２０円 ×１５０円 ×２２０円 ×２７０円 ×２２０円

調整額 ０円 －５００円 －１,７００円 －６,６００円 －１６,６００円 ＋２８３,４００円

工場用 水量 ０～４００ｍ3 ４０１～８００ｍ3 ８０１～１８００ｍ3 １８０１～６０００m3 ６００１ｍ3～

単価 ４７，０００円 ×１６０円 ×２４０円 ×２７０円 ×２２０円

調整額 ０円 －１７,０００円 －８１,０００円 －１３５,０００円 ＋１６５,０００円

公衆浴場用 水量 ０～４００ｍ3 ４０１～６００ｍ3 ６０１～８００ｍ3 ８０１ｍ3～

単価 ２９，０００円 ×１１０円 ×１３５円 ×１７０円

調整額 ０円 －１５,０００円 －３０,０００円 －５８,０００円

臨時用 水量 ０～２０ｍ3 ２１～６０００m3 ６００１ｍ3～

単価 ３，８００円 ×３５０円 ×２２０円

調整額 ０円 －３,２００円 ＋７７６,８００円

共同住宅 水量 ０～２０ｍ3 ２１～４０ｍ3 ４１～７０ｍ3 ７１～２００ｍ3 ２０１～６０００m3 ６００１ｍ3～

（１戸あたり） 単価 １，９００円 ×１２０円 ×１５０円 ×２２０円 ×２７０円 ×２２０円

調整額 ０円 －５００円 －１,７００円 －６,６００円 －１６,６００円 ＋２８３,４００円

メーター使用料 口径 １３mm ２０・２５mm ３０・４０mm ５０～１００mm １５０mm 　

料金 １２０円 ４００円 ８００円 ４,０００円 ８,０００円 　

★水道料金計算例　・・・・・・・・・・・・ ２か月の使用水量が５０m3の場合（一般用・メーター口径２０mm）

　　　                  水量　　　　　 単価　　　　  　調整額　　　　ﾒｰﾀｰ使用料　　  90/100　　　 消費税　　　 　水道料金　　　

　          　 （ ５０m3 × １５０円 － １,７００円 ＋ ４００円 ） × ０．９ × １．１０ ＝ ６，１３８円

   　　 （注１）

２．下水道使用料算出表（消費税率10％用）

　　２か月あたりの下水道使用料は、下表で算出した金額に１００分の10の消費税相当額を加えた額（１円未満の
　端数は切り捨て）です。

使用用途 区分

基本料金

一般排水 水量 ０～２０ｍ3 ２１～５０ｍ3 ５１～１００ｍ3 １０１ｍ3～

単価 ２，２００円 ×１２０円 ×１４０円 ×１５０円

調整額 ０円 －２００円 －１,２００円 －２,２００円

公衆浴場排水 水量 ０～６００ｍ3 ６０１ｍ3～

単価 ２３，０００円 ×８５円

調整額 ０円 －２８,０００円

特定排水 水量 １５０１m3～

単価 ×１８５円

調整額 －５４,７００円

※「特定排水」とは､工場・事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち､その汚水量が１,５００ｍ3を超える部分をいいます。

★下水道使用料計算例　・・・・・・・・・ ２か月の使用水量が５０m3の場合（一般排水）

　              　　　水量　　　　　　単価　　　　　調整額　　　　　　消費税　　　下水道使用料

　　          （ ５０m3 × １２０円 － ２００円 ） × １．１０ ＝ ６，３８０円

従量料金　（計算したい水量に単価をかけて、調整額を引く）

水　　　　　　　　道　　　　　　　　使　　　　　　　　用　　　　　　　　料

従量料金　（計算したい水量に単価をかけて、調整額を引く）

（注１）平成２３年１０月検針分から令和１０年３月検針分まで、水道料金の１０％引き下げを行っております。

下　　　　　　　　水　　　　　　　　道　　　　　　　　使　　　　　　　　用　　　　　　　　料


